
市議会だより 199 号（４）

◆
議
案
第
７
号

  

龍
ケ
崎
市
運
動
広
場
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

　

こ
れ
は
、
令
和
４
年
４
月
か
ら
旧
北

文
間
小
学
校
の
校
舎
の
一
部
を
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
等
と
し
て
市
民
が

利
用
で
き
る
よ
う
、
本
条
例
の
施
設
に

「
ス
ポ
ー
ツ
サ
ロ
ン
北
文
間
館
」
を
追

加
し
、
そ
の
利
用
時
間
、
料
金
等
の
必

要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、
所
要
の
改

正
を
行
う
も
の
で
す
。

◎
質
疑

伊
藤
議
員　

ス
ポ
ー
ツ
サ
ロ
ン
北
文
間

館
の
具
体
的
な
内
容
と
貸
し
出
す
場
所

を
伺
い
ま
す
。

健
康
づ
く
り
推
進
部
長　

具
体
的
な
内

容
と
し
て
、
１
階
の
み
ス
ポ
ー
ツ
施
設

と
し
て
の
事
業
を
行
い
、
２
階
を
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
物
品
の
保

管
及
び
備
蓄
、
３
階
を
水
害
時
の
緊
急

避
難
場
所
と
し
て
令
和
４
年
４
月
１
日

に
運
用
を
開
始
し
ま
す
。
１
階
部
分
の

主
な
事
業
に
つ
い
て
は
、
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
ル
ー
ム
と
し
て
市
民
の
皆
様
へ

貸
出
す
る
ほ
か
、
北
文
間
小
学
校
の
歴

史
や
創
立
に
尽
力
し
た
飯い

い
つ
か塚

古こ

と登
さ
ん

の
資
料
展
示
ス
ペ
ー
ス
及
び
事
務
室
と

し
て
事
業
を
展
開
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
に
つ
い

て
は
、
貸
館
事
業
の
ほ
か
、
ニ
ュ
ー
ス

ポ
ー
ツ
の
体
験
教
室
や
ヨ
ガ
、
体
操
等

の
運
動
教
室
を
実
施
す
る
予
定
で
す
。

　
◆
議
案
第
９
号

　

令
和
２
年
度
龍
ケ
崎
市
一
般
会
計
歳

入
歳
出
決
算
に
つ
い
て

　

歳
入
総
額
３
５
９
億
９
１
５
７
万
１

６
８
４
円
に
対
し
、
歳
出
総
額
は
、
３

４
８
億
５
８
４
１
万
９
１
７
０
円
と
な

り
ま
し
て
、
歳
入
歳
出
差
引
額
は
、
11

億
３
３
１
５
万
２
５
１
４
円
と
な
る
も

の
で
す
。

　

そ
の
う
ち
、
２
３
９
万
４
千
円
を
継

続
費
逓
次
繰
越
額
と
し
て
、
８
２
８
０

万
円
を
繰
越
明
許
費
繰
越
額
と
し
て
、

５
９
４
万
３
７
４
３
円
を
事
故
繰
越
し

繰
越
額
と
し
て
、
令
和
３
年
度
へ
繰
り

越
す
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
17
号

  

令
和
３
年
度
龍
ケ
崎
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
８
号
）
に
つ
い
て

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、
６
４
５
万
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ
れ

ぞ
れ
、
２
６
５
億
３
９
７
３
万
８
千
円

と
す
る
も
の
で
す
。

◎
質
疑

金
剛
寺
議
員　

環
境
衛
生
対
策
費
に
つ

い
て
、
龍
ケ
崎
市
駅
東
口
喫
煙
ス
ペ
ー

ス
用
地
整
備
工
事
の
新
た
な
喫
煙
場
所

の
内
容
及
び
工
事
時
期
を
伺
い
ま
す
。

産
業
経
済
部
長　

現
在
の
指
定
喫
煙
所

は
バ
ス
の
停
留
所
や
公
衆
ト
イ
レ
等
に

近
接
し
て
い
る
た
め
、
付
近
を
通
行
す

る
方
や
バ
ス
を
待
っ
て
い
る
方
に
不
快

な
思
い
を
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
受
動
喫
煙
に
配
慮

し
た
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン
型
喫
煙
所
を
設

置
し
、
新
た
な
指
定
喫
煙
所
を
駅
ロ
ー

タ
リ
ー
正
面
入
口
か
ら
見
て
右
側
の
植

栽
帯
の
中
に
移
設
す
る
予
定
で
す
。

　

ま
た
、
工
事
時
期
に
つ
い
て
は
、
令

和
３
年
11
月
上
旬
か
ら
12
月
下
旬
ま
で

を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

　
◆
報
告
第
１
号

　

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に

つ
い
て
（
令
和
３
年
度
龍
ケ
崎
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
））

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
、６
３
０
万
２
千
円
を
追
加
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
、

２
６
５
億
３
３
２
８
万
８
千
円
と
し
た

も
の
で
す
。

　

内
容
は
、
１
日
も
早
く
組
織
改
革
、

業
務
改
善
、
職
員
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
向
上
、
外
部
か
ら
の
不
正
な
働
き
か

け
に
対
す
る
組
織
と
し
て
適
正
に
対
応

で
き
る
体
制
の
整
備
な
ど
を
推
進
す
る

必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
新
た
に
行
政

監
察
監
を
設
置
し
、
特
定
任
期
付
職
員

と
し
て
職
員
を
任
用
す
る
た
め
の
人
件

費
を
計
上
し
た
も
の
で
す
。

◎
質
疑

後
藤
敦
志
議
員　

龍
ケ
崎
市
一
般
職
の

任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例

第
２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
任
期
付

職
員
で
は
な
く
、
第
２
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
特
定
任
期
付
職
員
と
し
た

理
由
に
つ
い
て
、
ま
た
、
部
長
級
、

課
長
級
と
い
っ
た
職
階
と
し
て
は
ど

の
職
階
に
あ
た
る
の
か
伺
い
ま
す
。

総
務
部
長　

行
政
監
察
監
の
職
務
で

あ
る
事
務
の
執
行
状
況
等
の
検
証
や

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
等
の
推
進
等
に

関
す
る
重
要
な
事
務
の
監
察
業
務

は
、
特
定
任
期
付
職
員
の
採
用
要
件

で
あ
る
条
例
第
２
条
第
１
項
の
「
優

れ
た
識
見
を
一
定
の
期
間
を
活
用
し

て
遂
行
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
さ

れ
る
業
務
」
に
該
当
す
る
と
判
断
し

た
と
こ
ろ
で
す
。

　

ま
た
、
行
政
監
察
監
は
行
政
組
織

規
則
上
ど
の
部
署
に
も
属
さ
な
い
ス

タ
ッ
フ
職
で
あ
り
、
位
置
づ
け
と
し

て
は
部
長
並
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。

　審議された主な議案の内容と、本会議で行われた議案に対する質疑の一部について掲載しています。
　議案を所管する委員会においても、議案等の審査を行っており、その審査内容の一部を次ページに掲載して
います。

本会議
▼
第
３
回
定
例
会
（
9
月
）

▲スポーツサロン北文間では
　運動教室等の実施が予定さ
　れています

▲龍ケ崎市駅東口の喫煙スペー
　スがリニューアルします


